
 

改正 令和５年１０月１１日 原規技発第 2310116 号 原子力規制委員会決定 

 

令和５年１０月１１日 

 

原子力規制委員会 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の一

部改正について 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第 1306194 号）の一部を、別表により改正する。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１０月１１日から施行する。



 

別表 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第３５条（安全保護装置）  

１～３ （略） 

４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、次のいずれかの規格によ

ること。この場合において、「日本電気協会「安全保護系へのディジ

タル計算機の適用に関する規程（JEAC 4620）」等の適用に当たって（別

記－１１）」によること。 

（１）日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する

規程」（JEAC 4620-2008）（以下「デジタル安全保護系規程 2008」とい

う。）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針」（JEAG 4609-2008）（以下「デジタル安全保護系 V&V 指針 2008」と

いう。） 

（２）日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する

規程」（JEAC 4620-2020）（以下「デジタル安全保護系規程 2020」とい

う。）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針」（JEAG 4609-2020）（以下「デジタル安全保護系 V&V 指針 2020」と

いう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５条（安全保護装置）  

１～３ （略） 

４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日本電気協会「安全保護

系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC 4620-2008）（以

下「JEAC4620」という。）５．留意事項を除く本文、解説－４から６ま

で、解説－８及び解説－１１から１８まで並びに「ディジタル安全保

護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG 4609-2008）本文及

び解説－９に以下の要件を付したものによること。ただし、「ディジ

タル」は「デジタル」と読み替えること。  

（１）JEAC4620 の４．１の適用に当たっては、運転時の異常な過渡変化

が生じる場合又は地震の発生等により原子炉の運転に支障が生じる

場合において、原子炉停止系統及び工学的安全施設と併せて機能する

ことにより、燃料許容損傷限界を超えないよう安全保護系の設定値を

決定すること。  

（２）JEAC4620 の４．１８．３において検証及び妥当性確認の実施に際

して作成された文書は、４．１８．２の構成管理計画の中に文書の保

存を定め、適切に管理すること。  

（３）JEAC4620 の４．８における「想定される電源擾乱、電磁波等の外

部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計とすること」を「想

定される電源擾乱、サージ電圧、電磁波等の外部からの外乱・ノイズ

の環境条件を考慮して設計し、その設計による対策の妥当性が十分で

あることを確証すること」と読み替えること。  

（４）JEAC4620 の４．５及び解説－６の適用に当たっては、デジタル安

全保護系は、試験時を除き、計測制御系からの情報を受けないこと。

試験時に、計測制御系からの情報を受ける場合には、計測制御系の故

障により、デジタル安全保護系が影響を受けないよう措置を講ずるこ

と。 

  デジタル安全保護系及び計測制御系の伝送ラインを共用する場合、

通信をつかさどる制御装置は発信側システムの装置とすること。  

（５）JEAC4620 の４．１６の「外部からの影響を防止し得る設計」を「外



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部影響の防止された設備」と読み替えること。 

（６）JEAC4620 の４．における安全保護機能に相応した高い信頼性を有

するとは、デジタル安全保護系のトリップ失敗確率及び誤トリップす

る頻度を評価し、従来型のものと比較して同等以下とすること。また、

デジタル安全保護系の信頼性評価において、ハードウェア構成要素に

異常の検出、検出信号の伝送、入出力 信号の処理、演算処理、トリ

ップ信号の伝送、トリップの作動等、評価に必要な構成要素を含むこ

と。  

（７）安全保護系に用いられるデジタル計算機の健全性を実証できない

場合、安全保護機能の遂行を担保するための原理の異なる手段を別途

用意すること。 

（「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する

規程（JEAC 4620-2008）」及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当

性確認に関する指針（JEAG 4609-2008）」に関する技術評価書」（平成２

３年１月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）） 

別記 一覧 

 

別記－１～１０ （略） 

 

別記－１１ 日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に

関する規程（JEAC 4620）」等の適用に当たって 

別記 一覧 

 

別記－１～１０ （略） 

 

(新設) 
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別記－１１ 

 

日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程（JEAC 

4620）」等の適用に当たって 

 

技術基準規則第３５条において、デジタル安全保護系規程 2008 及びデジタル安全保護系 V&V

指針 2008、又はデジタル安全保護系規程 2020 及びデジタル安全保護系 V&V 指針 2020 を適用す

るに当たっては、次の各表の左欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる記載は、それぞれ同

表の右欄のとおりとする。 

また、技術基準規則第３５条の規定と、デジタル安全保護系規程 2020 及びデジタル安全保護

系 V&V 指針 2020 の規定との対応関係は別表１－１に、デジタル安全保護系規程 2008 及びデジ

タル安全保護系 V&V 指針 2008 の規定との対応関係は別表１－２に、それぞれ掲げるところによ

る。 

なお、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下を参照のこと。 

①「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程（JEAC 4620-

2008）」及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針（JEAG 4609-

2008）」に関する技術評価書」（平成２３年１月原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構

取りまとめ） 

②「日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程（JEAC 4620-

2020）」及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認(V&V)に関する指針（JEAG 

4609-2020）」に関する技術評価書」（原規技発第●号（令和●年●月●日原子力規制委員

会決定）） 

 

表１ デジタル安全保護系規程2020 

（解説-3）機能を実現

するソフトウェア 

したがって，本規程におけるソフ

トウェアとは，特にことわりのな

い場合，安全保護系としての機能

を実現するソフトウェアを示す。 

（削る） 

4.ディジタル安全保

護系に対する要求事

項 

ディジタル安全保護系は，動作に

失敗する確率（アンアベイラビリ

ティ）及び誤動作する頻度（誤動

作率）を考慮し，その安全保護機

能に相応した高い信頼性を有す

ること。 

そのため，ディジタル安全保護系

は，以下の要求事項を満足するこ

と。 

デジタル計算機（原子炉停止系，

工学的安全施設作動系，及び重要

度と複雑さがこれらと同程度の

安全保護装置のその他の機器（例

えば，BWR における核計装・放射

線モニタ）に適用される電子計算

機をいう。以下同じ。）を適用し

たデジタル安全保護系（以下「デ

ジタル安全保護系」という。）は，

動作に失敗する確率（アンアベイ

ラビリティ）及び誤動作する頻度

（誤動作率）を考慮し，その安全

保護機能に相応した高い信頼性

を有すること。 

デジタル安全保護系の信頼性評

価において，ハードウェア構成要

素に異常の検出，検出信号の伝

送，入出力信号の処理，演算処理，

トリップ信号の伝送，トリップの
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作動等，評価に必要な構成要素を

含むこと。 

そのため，デジタル安全保護系

は，以下の要求事項を満足するこ

と。 

4.1 過渡時及び地震

時の機能 

ディジタル安全保護系は，運転時

の異常な過渡変化が発生する場

合又は地震の発生により原子炉

の運転に支障が生じる場合にお

いて，原子炉停止系（原子炉の緊

急停止機能）又はその他系統と併

せて機能することにより，燃料要

素の許容損傷限界を超えないよ

うにできる設計とすること。 

デジタル安全保護系は，運転時の

異常な過渡変化が発生する場合

又は地震の発生により原子炉の

運転に支障が生じる場合におい

て，原子炉停止系（原子炉の緊急

停止機能）又はその他系統と併せ

て機能することにより，燃料要素

の許容損傷限界を超えないよう

にできる設計とすること。 

「燃料要素の許容損傷限界を超

えない設計」とは，運転時の異常

な過渡変化が発生する場合に，燃

料要素の許容損傷限界を超えな

いよう安全保護系の設定値を決

定することをいう。 

4.3 精度及び応答時間 ディジタル安全保護系は，安全保

護上必要な精度及び応答時間（リ

アルタイム性能を含む。）を計算

機システムと関連ハードウェア

部を合わせた全体システムとし

て満足する設計とすること。 

 

デジタル安全保護系は，安全保護

上必要な精度及び応答時間（リア

ルタイム性能を含む。）を計算機

システムと関連ハードウェア部

を合わせた全体システムとして

満足する設計とすること。 

リアルタイム性能とは，プロセス

信号のサンプリング周期及び処

理速度が，プロセスの変化速度に

十分追従できる能力のことを言

い，応答時間にはサンプリング周

期及び処理速度も含まれる。 

4.5 独立性 

 

ディジタル安全保護系は，一つの

チャンネルの故障によって安全

保護機能が喪失しないようにチ

ャンネル相互を電気的，物理的に

分離し，チャンネル間の独立性を

有する設計とすること。さらに，

チャンネル間に通信を用いる場

合には機能的にも分離する設計

とすること。 

 

デジタル安全保護系は，一つのチ

ャンネルの故障によって安全保

護機能が喪失しないようにチャ

ンネル相互を電気的，物理的に分

離し，チャンネル間の独立性を有

する設計とすること。さらに，チ

ャンネル間に通信を用いる場合

には機能的にも分離する設計と

すること。 

多重化されたチャンネル間の通

信の機能的分離の措置は、以下に

掲げる手段その他適切な手段を

考慮する。 

(1)多重化されたチャンネル間の

通信は，原則として一方通行の通

信路を介して情報伝達を行う。双

方向通信が可能な通信路を介し

て情報伝達を行う場合には，発信

側のシステムと受信側のシステ
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ム間の調整，接続の失敗等によっ

て，どちらのシステムも機能的に

異常をきたさない設計とする。 

(2)デジタル安全保護系のプロセ

ッサと通信コントローラの間に

バッファメモリを設置する。 

4.6 計測制御系との分

離 

ディジタル安全保護系は，計測制

御系と部分的に共用する場合に

は，計測制御系で故障が生じても

ディジタル安全保護系に影響の

ないよう，計測制御系と電気的に

分離する設計とすること。さら

に，通信を共用する場合には機能

的にも分離する設計とすること。 

 

デジタル安全保護系は，計測制御

系と部分的に共用する場合には，

その安全保護機能を失わないよ

う，計測制御系から機能的に分離

されたものであること。また，計

測制御系で故障が生じてもデジ

タル安全保護系に影響のないよ

う，計測制御系と電気的に分離す

る設計とすること。 

デジタル安全保護系と計測制御

系とを部分的に共用する場合に

は，以下のように設計することに

より，電気的に分離することがで

きる。 

・デジタル安全保護系と計測制

御系との信号取り合いには，光

／電気変換などのアイソレー

ションデバイスを用いる。この

場合アイソレーションデバイ

スは安全保護系に属する。 

4.9.1 環境条件 ディジタル安全保護系は，次の環

境条件を考慮した設計とするこ

と。 

・設置される場所における予想

温度，湿度，放射線量 

・想定される電源じょう乱，サー

ジ電圧，電磁波等の外部からの

外乱・ノイズ 

デジタル安全保護系は，次の環境

条件を考慮した設計とすること。

各環境条件については達成すべ

き水準を明確にすること。 

・設置される場所における予想

温度，湿度，放射線量 

・想定される電源じょう乱，サー

ジ電圧，電磁波等の外部からの

外乱・ノイズ 

4.16 自己診断機能 ディジタル安全保護系は，各チャ

ンネル独立に適切な周期で実施

される自己診断機能を有する設

計とすること。また，自己診断機

能によりディジタル計算機の異

常を検知した場合には，ディジタ

ル計算機の異常を運転員へ告知

する設計とすること。 

 

デジタル安全保護系は，各チャン

ネル独立に適切な周期で実施さ

れる自己診断機能を有する設計

とすること。また，自己診断機能

によりデジタル計算機の異常を

検知した場合には，デジタル計算

機の異常を運転員へ告知する設

計とすること。 

自己診断機能は，故障を早期発見

することができるため，従来のア

ナログの安全保護系でも実施さ

れている故障進展後の警報及び

定期的な試験による健全性確認

に加えて，システムの信頼性を更

に向上させるのに有効な一手段

である。 
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自己診断機能によりデジタル計

算機の異常が検出された場合に

は，運転員が適切な措置をとれる

よう，警報等により運転員へ告知

する。さらに，自動で，当該チャ

ンネルを動作状態又はバイパス

状態にすることもある。 

自己診断の例として，ウォッチド

ッグタイマ，パリティチェック，

送受信信号の誤り検出，ソフトウ

ェアによるチェック等がある。 

4.17 ソフトウェアの

管理外の変更の防止 

ディジタル安全保護系に装荷す

るソフトウェアは，管理外の変更

を防止する設計とすること。 

 

 

 

 

デジタル安全保護系のデジタル

計算機に装荷するソフトウェア

は，管理外の変更を防止する設計

とすること。 

管理外の変更とは，故意による変

更など，承認されていない変更の

ことをいう。 

ソフトウェアの管理外の変更を

防止する手段の例としては，以下

がある。 

(1) ソフトウェアの不揮発化 

(2) 鍵付きスイッチの設置 

(3) パスワードの登録 

4.18 不正アクセス行

為等の被害の防止 

 

ディジタル安全保護系は，不正ア

クセス行為等による以下の被害

を防止するために必要な措置を

講じる設計とすること。 

・ディジタル計算機に使用目的

に沿うべき動作をさせない行

為 

・ディジタル計算機に使用目的

に反する動作をさせる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル安全保護系は，不正アク

セス行為等による以下の被害を

防止するために必要な措置を講

じる設計とすること。 

・電子計算機に使用目的に沿う

べき動作をさせない行為 

・電子計算機に使用目的に反す

る動作をさせる行為 

不正アクセス行為等の被害の防

止に必要な措置は以下の点を考

慮する。 

(1) 外部ネットワーク（インター

ネット等）と遮断することによ

り，外部ネットワークからの遠

隔操作，ウイルスの侵入等の外

部影響を防止する。外部ネット

ワークと遮断するとは，物理的

な接続を制限し最小限とする

こと，前記に係わらず外部との

接続が必要な場合には物理的

又は機能的に遮断できる防護

装置を適用すること，可能な限

り外側向けの通信を適用する

ことをいう。 

(2) 物理的及び電気的アクセス

の制限を設けることにより，シ

ステムの据付，更新，試験，保
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守等で，承認されていない者の

操作，ウイルス等の侵入等を防

止する。 

(3) 鍵付きスイッチの設置及び

パスワードの登録は，不正アク

セス行為等の被害の防止にも

有効である。 

4.19 品質保証 ディジタル安全保護系に用いら

れるディジタル計算機は，以下の

手法によりソフトウェアの健全

性を確保すること。 

・ソフトウェアライフサイクル

及び構成管理手法を含めた，品

質保証活動 

・V&V 活動 

 

デジタル安全保護系に用いられ

る電子計算機は，保安活動の重要

度に応じ，以下に掲げる手法その

他の適切な手法によりソフトウ

ェアの健全性を確保すること。 

・ソフトウェアライフサイクル

及び構成管理手法を含めた，品

質保証活動 

・V&V 活動 

なお，ソフトウェアの品質を高め

るために以下の手法を用いるこ

とがある。 

・処理構造の簡素化（定周期，シ

ングルタスク構成等） 

・適切な使用言語の適用による

処理内容の明確化（可視化言語

の適用，ツールによる可視化

等） 

・ソフトウェア品質保証指標に

よる品質管理（品質指標の例：

正確さ，完全性，要求の遵守，

性能履歴等） 

市販電子計算機，既存開発ソフト

ウェア又はソフトウェアツール

を使用する場合には，目的に応じ

て適切に品質が確保され，ソフト

ウェア実行時に，他のソフトウェ

アに欠陥を招かないよう考慮す

る。 

4.19.1 ソフトウェア

ライフサイクル 

 

ディジタル安全保護系のソフト

ウェアに対して，ライフサイクル

を通じて品質の管理方法を予め

定め，実施するとともに，これを

文書化すること。 

 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアに対して，ライフサイクルを

通じて品質の管理方法を予め定

め，実施するとともに，これを文

書化すること。 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアの品質を確保するために，ソ

フトウェアに対してライフサイ

クルプロセスの考えを基にプロ

セスごとの管理を実施する。ライ

フサイクルプロセスの例を以下

に示す。 

(1) ライフサイクルプロセス 

デジタル安全保護系に装荷され

るソフトウェアに対しては，各プ
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ロジェクトのプロセスを定義し，

文書化する。プロセスには，設計，

製作，試験，装荷，運転，変更及

び廃止がある。 

以下に各プロセスの内容を示す。 

(a)設計プロセス：製品に対する

システムの要求事項からソフ

トウェア設計仕様を作成する

プロセス 

(b)製作プロセス：ソフトウェア

設計仕様よりソフトウェアを

製作するプロセス 

(c)試験プロセス：製作されたソ

フトウェアに対して試験を実

施するプロセス。ソフトウェア

単体に対して行う試験とハー

ドウェアと一体となったシス

テムとして行う試験がある。 

(d)装荷プロセス：実機の最終シ

ステムへソフトウェアを実装

するプロセス 

(e)運転プロセス：システムを運

転しているプロセス 

(f)変更プロセス：仕様変更等に

よりソフトウェアを変更する

プロセス 

(g)廃止プロセス：ソフトウェア

を使用不可能とするプロセス 

(2) 各プロセスで実施すべき品

質管理項目 

各プロセスで実施すべき品質管

理項目に対して計画を作成し，そ

の計画に従って実施した結果を

文書化する。なお，計画はプロジ

ェクトの開始段階で一括して作

成することでもよい。以下に各プ

ロセスで実施すべき品質管理項

目の例を示す。 

(a) 設計プロセス 

ソフトウェアに対する仕様を決

定する。また，設計検証手段を決

定する。 

(b) 製作プロセス 

仕様のとおりソフトウェアが製

作されていること 

を確認する。 

(c) 試験プロセス 

要求仕様を確認するための試験

方案を作成し，判定基準内にある

ことを確認する。試験にはソフト

ウェア単体で行うものとシステ
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ムとして行うものがある。ソフト

ウェア単体では確認できない内

容はシステムとして確認するな

ど，その範囲については事前に計

画する。 

(d) 装荷プロセス 

管理されたソフトウェアが正し

く実機に実装されることを確認

する。ソフトウェアのコンペア等

を用いて確認する。 

(e) 運転プロセス 

運転中はシステムに異常が無い

ことを確認する。 

(f) 変更プロセス 

ソフトウェアの変更要否につい

て調査する。 

ソフトウェアに変更が生じる場

合には，変更仕様を決定し変更を

実施する。実施内容は設計，製作

及び試験におけるそれぞれのプ

ロセスに従う。 

(g) 廃止プロセス 

廃止することを宣言する。代替手

段がある場合にはこれを含むも

のとする。廃止されたソフトウェ

アが誤って再使用されることの

ないよう，例えば，記憶媒体の破

壊，図面の使用禁止の識別等の措

置を講じる。 

4.19.2 ソフトウェア

構成管理 

ディジタル安全保護系のソフト

ウェアに対して，構成管理手法を

予め定め，実施するとともに，構

成管理計画として文書化するこ

と。また，ソフトウェアを構成す

る管理対象項目は，ソフトウェア

構成管理計画に基づき，すべてを

文書化すること。 

 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアに対して，構成管理手法を予

め定め，実施するとともに，構成

管理計画として文書化すること。

また，ソフトウェアを構成する管

理対象項目は，ソフトウェア構成

管理計画に基づき，すべてを文書

化すること。 

構成管理とは，管理対象要素の特

定及び識別，要素の管理方法，並

びにソフトウェア構成管理のレ

ビュー又は審査方法を，予め定

め，計画に基づき実施することで

ある。 

具体的な例を以下に示す。 

(1) ソフトウェア及び関連文書

を特定し，相互に識別するため

に，予め構成管理計画を策定し，

実行する。 

(2) 構成管理計画で，以下の内容

を定める。 

(a)ソフトウェア及び関連文書に
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ついて，管理対象要素を定め

る。管理対象要素の例としては

以下がある。 

・要求仕様 

・設計仕様 

・製作仕様 

・試験仕様／試験結果 

・設計検証手順／設計検証結果 

・V&V 手順／V&V 結果 

・取扱説明 

・製作したソフトウェア 

(b)管理対象要素の管理手法を定

める。管理する項目の例として

は以下がある。 

・改訂番号，改訂日付 

・変更要求有無，他の管理対象要

素との整合状況等の状態 

・他の管理対象要素との取り合

い 

(c)ソフトウェアの変更時の管理

手法を定める。 

(d)ソフトウェア構成管理のレビ

ュー又は審査の方法を定める。 

(e)以上の項目を実施するための

体制を定める。 

4.19.3 V&V 

 

ディジタル安全保護系に対して

は，ソフトウェアライフサイクル

の設計，製作，試験及び変更の各

プロセスに応じて V&V を実施す

ること。 

(1) V&V は，設計，製作及び試験

を行う個人又はグループと独

立した体制で実施すること。 

(2) V&V を実施する上で適切な

文書化を行うこと。 

(3) ソフトウェアの再利用時に

おいては，既存設計での V&V 結

果による代替を可能とする前

提として再利用範囲を明確に

識別し，再利用の妥当性を示す

根拠を文書化すること。 

 

デジタル安全保護系に対しては，

デジタル計算機のソフトウェア

のうち，ハードウェアと直接結び

ついて計算機の基本動作のみを

制御するソフトウェアを除いた

もの（以下単に「ソフトウェア」

という。）に対しソフトウェアラ

イフサイクルの設計，製作，試験

及び変更の各プロセスに応じて

V&V を実施すること。 

(1) V&V は，設計，製作及び試験

を行う個人又はグループと独

立した体制で実施すること。 

(2) V&V を実施する上で適切な文

書化を行うこと。 

(3) ソフトウェアの再利用時に

おいては，既存設計での V&V 結

果による代替を可能とする前

提として再利用範囲を明確に

識別し，再利用の妥当性を示す

根拠を文書化すること。 

 

4.19.3.1 V&V（手順） 

安全保護系は原子炉の安全確保

のために高い信頼性が求められ

る設備であるため，デジタル安全
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保護系の供給者は，「原子力施設

の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関す

る規則」が求める保安活動を実施

する。 

V&V については，「ディジタル安

全保護系の検証及び妥当性確認

（V&V）に関する指針：JEAG4609-

2020」による。具体的には，設計

プロセス及び製作プロセスにお

いて V&V としての検証を実施し，

試験プロセスにおいて V&V とし

ての妥当性確認を実施する。 

なお，ソフトウェアライフサイク

ルプロセスにおいて V&V が必要

なプロセスとして，設計，製作，

試験及び変更がある。 

 

4.19.3.2 V&V（独立性） 

ソフトウェアの設計，製作及び試

験に対する V&V の実施体制の独

立性とは下記をいう。 

(1)V&V を実施する個人又はグル

ープは，原設計に携わった者以

外の個人又はグループであり，

V&Vを実施する力量を有するこ

とを組織が認めた者である。 

(2)V&V を実施する個人又はグル

ープは，設計，製作及び試験に

携わった個人又はグループか

ら経済面，工程管理に関する制

約を受けない。 

 

4.19.3.3 V&V（文書化） 

V&V の合格基準，不良結果等に対

する措置を決定し文書化する。

V&Vの実施に際して作成された文

書は，構成管理計画の中にこれら

の文書の保存を定め，適切に管理

する。 

・「（解説-2）適用範囲（概念図）」は、適用除外とする。 

・「3.1 ディジタル計算機」は適用除外とする。 

・上記表１に掲げていない項目において「ディジタル」は「デジタル」に読み替える。 

 

表２ デジタル安全保護系 V&V 指針 2020 

2.適用範囲 したがって，本指針では，安全保

護系設備としての機能を実現す

るソフトウェア（以下，「ソフト

ウェア」という。）を適用範囲と

する。 

削る。 
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4．V&V 

 

ディジタル安全保護系に装荷す

るソフトウェアに対しては，V&V

を実施して，安全保護上要求され

る機能が正しく実現されている

ことを確認する。 

ソフトウェアに関する V&V は，以

下の手法によるものとする。 

 

デジタル安全保護系のデジタル

計算機（原子炉停止系，工学的安

全施設作動系，及び重要度と複雑

さがこれらと同程度の安全保護

装置のその他の機器（例えば，BWR

における核計装・放射線モニタ）

に適用される電子計算機をいう。

以下同じ。）に装荷するソフトウ

ェア（ハードウェアと直接結びつ

いて計算機の基本動作のみを制

御するソフトウェアを除く。以下

単に「ソフトウェア」という。）に

対しては，V&V を実施して，安全

保護上要求される機能が正しく

実現されていることを確認する。 

ソフトウェアに関する V&V は以

下の 4.1～4.3 に示す手法による

ものとする。なお，V&V の対象で

ある設計・製作作業の各ステップ

の内容を以下に示す。 

(1)システム設計要求仕様作成 

JEAC4620 等のデジタル安全保護

系に対する要求事項を基にシス

テムとしての全体設計を行い，要

求仕様を明確に定める。 

(2)ハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様作成 

システム設計要求仕様を基に，以

下のハードウェア･ソフトウェア

設計要求仕様を明確に定める。 

①ハードウェア・ソフトウェア統

合要求仕様 

②ハードウェア設計要求仕様 

③ソフトウェア設計要求仕様 

(3)ソフトウェア設計 

ソフトウェア設計要求仕様を実

現するためのソフトウェアを設

計する。このときの設計上の配慮

としては，検証を容易に行えるよ

うソフトウェアの機能単位の分

割等が望ましい。（例：ソフトウ

ェアロジック図等） 

(4)ソフトウェア製作 

ソフトウェア設計で明らかにさ

れたソフトウェア機能を，デジタ

ル計算機で実現するためのプロ

グラムを作成する。 

(5)ハードウェア設計・製作 

ハードウェアの機能及び性能を

ハードウェア設計要求仕様に基

づいて明らかにし，ハードウェア
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システムを設計，製作する。（例：

盤内配線図等） 

(6)ハードウェア・ソフトウェア

統合 

ハードウェアにソフトウェアを

装荷し，システムとして組みあげ

る。 

4．2 V&V の実施 ディジタル安全保護系に対して

は，設計，製作及び試験の各ステ

ップにおいて，図１に示される

V&V 作業を実施する。 

V&V 活動は，以下の各項目に従っ

て実施する。 

(1)V&V の手順及び内容 

検証作業は，図１に示された，設

計・製作作業の各ステップにて実

施する。妥当性確認作業は，試験

プロセスにおいて，必要な検証を

経て製作された全体システムに

対して行う。V&V では，以下(a)～

(g)の各作業を実施する。 

(a)V&V 基本計画作成 

V&V 作業の開始に当たり，ディジ

タル安全保護系に対する要求事

項及びシステム設計要求仕様に

基づき V&V 基本計画を作成する。

この基本計画は，以下に示す V&V

の各作業，体制及び文書管理につ

いて規定する。 

ソフトウェアを再利用する場合

には，その範囲に応じた V&V の各

作業方法等について規定する。 

(b)システム設計要求仕様検証

（検証 1） 

本検証では，JEAC4620 等のディ

ジタル安全保護系に対する要求

事項が正しくシステム設計要求

仕様に反映されていることを検

証する。 

(c)ハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様検証（検証 2） 

本検証では，システム設計要求仕

様が正しくハードウェア・ソフト

ウェア設計要求仕様に反映され

ていることを検証する。 

(d)ソフトウェア設計検証（検証

3） 

本検証では，ソフトウェア設計ど

おりに正しくソフトウェアが製

作されていることを検証する。 

(e)ソフトウェア製作検証（検証

デジタル安全保護系に対しては，

設計，製作及び試験の各ステップ

において，V&V 作業を実施する。 

 

V&V 活動は，以下の各項目に従っ

て実施する。 

(1)V&V の手順及び内容 

検証作業は，設計・製作作業の各

ステップにて実施する。妥当性確

認作業は，試験プロセスにおい

て，必要な検証を経て製作された

全体システムに対して行う。V&V

では，以下(a)～(g)の各作業を実

施する。 

 

(a)V&V 基本計画作成 

V&V 作業の開始に当たり，デジタ

ル安全保護系に対する要求事項

及びシステム設計要求仕様に基

づき V&V 基本計画を作成する。こ

の基本計画は，以下に示す V&V の

各作業，体制及び文書管理につい

て規定する。 

ソフトウェアを再利用する場合

には，その範囲に応じた V&V の各

作業方法等について規定する。 

(b)システム設計要求仕様検証

（検証 1） 

本検証では，JEAC4620 等のデジ

タル安全保護系に対する要求事

項が正しくシステム設計要求仕

様に反映されていることを検証

する。 

(c)ハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様検証（検証 2） 

本検証では，システム設計要求仕

様が正しくハードウェア・ソフト

ウェア設計要求仕様に反映され

ていることを検証する。 

(d)ソフトウェア設計検証（検証

3） 

本検証では，ソフトウェア設計要

求仕様が正しくソフトウェア設

計に反映されていることを検証
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4） 

本検証では，ソフトウェア設計ど

おりに正しくソフトウェアが製

作されていることを検証する。 

(f)ハードウェア・ソフトウェア

統合検証（検証 5） 

本検証では，ハードウェアとソフ

トウェアを統合してハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様ど

おりのシステムとなっているこ

とを検証する。 

(g)妥当性確認 

妥当性確認では，ハードウェアと

ソフトウェアを統合して検証さ

れたシステムが，JEAC4620 等の

ディジタル安全保護系に対する

要求事項を満たしていることを

確認する。 

(2)体制 

ソフトウェアの設計，製作及び試

験に対する V&V を実施する体制

は，V&V 基本計画作成時に決定さ

れる。また，以下に示すとおり，

V&V 作業は，設計・製作及び試験

に携わった組織から独立した者

が行う。 

(a)V&V を実施する個人又はグル

ープは，原設計に携わった者以外

の個人又はグループとし，V&V を

実施する力量を有することを組

織が認めた者とする。 

(b)V&V を実施する個人又はグル

ープは，設計，製作及び試験に携

わった組織から経済面，工程管理

に関する制約を受けないものと

する。 

(3)文書管理 

V&Vを実施する上で以下の文書化

を行う。 

(a)設計，製作作業の文書化 

図１に示されるステップごとに

必要な設計，製作に関わる内容を

明確にし，文書化する。 

(b)V&V の文書化 

V&V 作業の開始に当たり，V&V 基

本計画を文書として作成する。ま

た，V&V の各作業実施に当たって

は 4.2(1)の内容を明確にし，作

業内容，合格基準，不良結果等に

対する措置の文書化を行い，作業

ごとに結果を文書化する。 

する。 

(e)ソフトウェア製作検証（検証

4） 

本検証では，ソフトウェア設計ど

おりに正しくソフトウェアが製

作されていることを検証する。 

(f)ハードウェア・ソフトウェア

統合検証（検証 5） 

本検証では，ハードウェアとソフ

トウェアを統合してハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様ど

おりのシステムとなっているこ

とを検証する。 

(g)妥当性確認 

妥当性確認では，ハードウェアと

ソフトウェアを統合して検証さ

れたシステムが，JEAC4620 等の

デジタル安全保護系に対する要

求事項を満たしていることを確

認する。 

(2)体制 

ソフトウェアの設計，製作及び試

験に対する V&V を実施する体制

は，V&V 基本計画作成時に決定さ

れる。また，以下に示すとおり，

V&V 作業は，設計・製作及び試験

に携わった組織から独立した者

が行う。 

(a)V&V を実施する個人又はグル

ープは，原設計に携わった者以外

の個人又はグループとし，V&V を

実施する力量を有することを組

織が認めた者とする。 

(b)V&V を実施する個人又はグル

ープは，設計，製作及び試験に携

わった組織から経済面，工程管理

に関する制約を受けないものと

する。 

(3)文書管理 

V&Vを実施する上で以下の文書化

を行う。 

(a)設計，製作作業の文書化 

各ステップごとに必要な設計，製

作に関わる内容を明確にし，文書

化する。 

 

(b)V&V の文書化 

V&V 作業の開始に当たり，V&V 基

本計画を文書として作成する。ま

た，V&V の各作業実施に当たって

は 4.2(1)の内容を明確にし，作
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(4)ソフトウェアツールの管理 

ソフトウェアツールを使用する

際には，目的に応じて適切に品質

管理されたツールを使用する。 

なお，ソフトウェアツールとは，

以下をいう。 

・ソフトウェアを設計，製作及び

試験する上で使用するツール（コ

ンパイラ等） 

・V&V を実施する上で使用するツ

ール 

業内容，合格基準，不良結果等に

対する措置の文書化を行い，作業

ごとに結果を文書化する。 

(4)ソフトウェアツールの管理 

ソフトウェアツールを使用する

際には，目的に応じて適切に品質

管理されたツールを使用する。 

ソフトウェアツールの品質の確

保とは，「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則」が求

める保安活動の結果として確保

することである。 

なお，ソフトウェアツールとは，

以下をいう。 

・ソフトウェアを設計，製作及び

試験する上で使用するツール（コ

ンパイラ等） 

・V&V を実施する上で使用するツ

ール 

 「（解説-3）適用範囲（概念図）」は適用除外とする。 

 「3.1 ディジタル計算機」は適用除外とする。 

 上記表２に掲げていない項目において「ディジタル」は「デジタル」に読み替える。 

 

表３ デジタル安全保護系規程 2008 

4.ディジタル安全保

護系に対する要求事

項 

ディジタル安全保護系は，動作に

失敗する確率（アンアベイラビリ

ティ）及び誤動作する頻度（誤動

作率）を考慮し，その安全保護機

能に相応した高い信頼性を有す

ること。 

そのため，ディジタル安全保護系

は，以下の要求事項を満足するこ

と。 

デジタル安全保護系は，動作に失

敗する確率（アンアベイラビリテ

ィ）及び誤動作する頻度（誤動作

率）を考慮し，その安全保護機能

に相応した高い信頼性を有する

こと。 

デジタル安全保護系の信頼性評

価において，ハードウェア構成要

素に異常の検出，検出信号の伝

送，入出力信号の処理，演算処理，

トリップ信号の伝送，トリップの

作動等，評価に必要な構成要素を

含むこと。 

そのため，デジタル安全保護系

は，以下の要求事項を満足するこ

と。 

4.1 過渡時，事故時及

び地震時の機能 

ディジタル安全保護系は，運転時

の異常な過渡変化時，事故時及び

地震の発生により原子炉の運転

に支障が生じる場合において，原

子炉停止系及び必要な工学的安

全施設の作動を自動的に開始さ

せる機能を果たす設計とするこ

と。 

デジタル安全保護系は，運転時の

異常な過渡変化時，事故時及び地

震の発生により原子炉の運転に

支障が生じる場合において，原子

炉停止系及び必要な工学的安全

施設の作動を自動的に開始させ

る機能を果たす設計とすること。 

運転時の異常な過渡変化が生じ

る場合又は地震の発生等により
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原子炉の運転に支障が生じる場

合において，原子炉停止系統及び

工学的安全施設と併せて機能す

ることにより，燃料許容損傷限界

を超えないよう安全保護系の設

定値を決定すること。 

4.2 精度・応答時間 ディジタル安全保護系は，安全保

護上必要な精度，応答時間（リア

ルタイム性能を含む）を計算機シ

ステムと関連ハードウェア部を

合わせた全体システムとして満

足する設計とすること。 

デジタル安全保護系は，安全保護

上必要な精度，応答時間（リアル

タイム性能を含む）を計算機シス

テムと関連ハードウェア部を合

わせた全体システムとして満足

する設計とすること。 

リアルタイム性能とは，プロセス

信号のサンプリング周期及び処

理速度が，プロセスの変化速度に

十分追従できる能力のことを言

い，応答時間にはサンプリング周

期及び処理速度を含めるものと

する。 

4.4 独立性 ディジタル安全保護系は，一つの

チャンネルの故障によって安全

保護機能が喪失しないようにチ

ャンネル相互を電気的，物理的に

分離し，チャンネル間の独立性を

有する設計とすること。 

 

デジタル安全保護系は，一つのチ

ャンネルの故障によって安全保

護機能が喪失しないようにチャ

ンネル相互を電気的，物理的に分

離し，チャンネル間の独立性を有

する設計とすること。 

多重化されたチャンネル間の通

信の機能的分離は具体的には以

下を考慮する。 

・多重化されたチャンネル間の

通信は，原則として一方通行の通

信路を介して情報伝達を行う。双

方向通信が可能な通信路を介し

て情報伝達を行う場合には，発信

側のシステムと受信側のシステ

ム間の調整あるいは接続の失敗

等によって，どちらのシステムも

機能的に異常をきたさない設計

とする。 

・通信接続の制御は，受信側の異

常が発信側に影響しない設計と

する。 

4.5 計測制御系との分

離 

ディジタル安全保護系と計測制

御系とを部分的に共用する場合

には，計測制御系で故障が生じて

もディジタル安全保護系に影響

のないよう，ディジタル安全保護

系と計測制御系を電気的に分離

する設計とすること。更に，通信

を共用する場合には機能的にも

分離する設計とすること。 

 

デジタル安全保護系と計測制御

系とを部分的に共用する場合に

は，計測制御系で故障が生じても

デジタル安全保護系に影響のな

いよう，デジタル安全保護系と計

測制御系を電気的に分離する設

計とすること。更に，通信を共用

する場合には機能的にも分離す

る設計とすること。 

デジタル安全保護系は，試験時を
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除き，計測制御系からの情報を受

けないこと。試験時に，計測制御

系からの情報を受ける場合には，

計測制御系の故障により，デジタ

ル安全保護系が影響を受けない

よう措置を講ずること。 

デジタル安全保護系及び計測制

御系の伝送ラインを共用する場

合，通信をつかさどる制御装置は

発信側システムの装置とするこ

と。 

デジタル安全保護系と計測制御

系とを部分的に共用する場合に

は，以下のように設計することに

より，電気的に分離することがで

きる。 

・安全保護系と計測制御系との

信号取り合いは，光／電気変換

などのアイソレーションデバ

イスを用いて電気的に分離す

る。 

4.8 環境条件 ディジタル安全保護系は，期待さ

れる安全機能に応じて必要な耐

震性，耐サージ性を有するととも

に，火災防護上の措置，設置され

る場所における予想温度，湿度，

放射線量，想定される電源擾乱，

電磁波等の外部からの外乱・ノイ

ズの環境条件を考慮した設計と

すること。 

デジタル安全保護系は，期待され

る安全機能に応じて必要な耐震

性，耐サージ性を有するととも

に，火災防護上の措置，設置され

る場所における予想温度，湿度，

放射線量，想定される電源擾乱，

サージ電圧，電磁波等の外部から

の外乱・ノイズの環境条件を考慮

して設計し，その設計による対策

の妥当性が十分であることを確

証すること。 

4.15 自己診断機能 ディジタル安全保護系は，各チャ

ンネル独立に適切な周期で実施

される自己診断機能を有する設

計とすること。 

また，自己診断機能によりディジ

タル計算機の異常を検知した場

合には，ディジタル計算機の異常

を運転員へ告知する設計とする

こと。 

デジタル安全保護系は，各チャン

ネル独立に適切な周期で実施さ

れる自己診断機能を有する設計

とすること。 

また，自己診断機能によりデジタ

ル計算機の異常を検知した場合

には，デジタル計算機の異常を運

転員へ告知する設計とすること。 

自己診断機能は，故障を早期発見

することができるため，従来のア

ナログの安全保護系でも実施さ

れている故障進展後の警報及び

定期的な試験による健全性確認

に加えて，システムの信頼性を更

に向上させるのに有効な一手段

である。自己診断機能によりデジ

タル計算機の異常が検出された

場合には，運転員が適切な措置を

とれるよう，警報等により運転員
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へ告知する。更に，自動で，当該

チャンネルを動作状態又はバイ

パス状態にすることもある。 

自己診断の例として，ウォッチド

ッグタイマ，パリティチェック，

送受信信号の誤り検出，ソフトウ

ェアによるチェック等がある。 

4.16 外部ネットワー

クとの遮断 

ディジタル安全保護系は，外部ネ

ットワークと遮断することによ

り外部からの影響を防止し得る

設計とすること。 

デジタル安全保護系は，外部ネッ

トワークと遮断することにより

外部影響の防止された設備とす

ること。 

4.17 ソフトウェアの

管理外の変更に対す

る防護措置 

ディジタル安全保護系に装荷す

るソフトウェアは，管理外の変更

に対して適切な防護措置を講じ

得る設計とすること。 

 

デジタル安全保護系に装荷する

ソフトウェアは，管理外の変更に

対して適切な防護措置を講じ得

る設計とすること。 

管理外の変更とは，故意による変

更など，承認されていない変更の

ことをいう。 

ソフトウェアの管理外の変更に

対する防護措置の例としては，以

下がある。 

(1) ソフトウェアの不揮発化 

(2) 鍵付きスイッチの設置 

(3) パスワードの登録 

4.18 品質管理 安全保護系に用いられるディジ

タル計算機は，以下の手法により

ソフトウェアの健全性を確保す

ること。 

・ソフトウェアライフサイクル

及び構成管理手法を含めた，品質

保証活動 

・検証及び妥当性確認活動 

 

安全保護系に用いられるデジタ

ル計算機は，以下の手法によりソ

フトウェアの健全性を確保する

こと。 

・ソフトウェアライフサイクル

及び構成管理手法を含めた，品

質保証活動 

・検証及び妥当性確認活動 

市販デジタル計算機，既存開発ソ

フトウェア又はソフトウェアツ

ールを使用する場合には，目的に

応じて適切に品質が確保され，ソ

フトウェア実行時に，他のソフト

ウェアに欠陥を招かないよう考

慮する。 

なお，ソフトウェアの品質を高め

るために以下の手法を用いるこ

とがある。 

・処理構造の簡素化（定周期・シ

ングルタスク構成等） 

・適切な使用言語の適用による

処理内容の明確化（可視化言語

の適用，ツールによる可視化

等） 

・ソフトウェア品質保証指標に

よる品質管理（品質指標の例：

正確さ，完全性，要求の遵守，
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性能履歴等） 

4.18.1 ソフトウェア

ライフサイクル 

ディジタル安全保護系のソフト

ウェアに対して，ライフサイクル

を通じて品質の管理方法を予め

定め，実施するとともに，これを

文書化すること。 

 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアに対して，ライフサイクルを

通じて品質の管理方法を予め定

め，実施するとともに，これを文

書化すること。 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアの品質を確保するために，ソ

フトウェアに対してライフサイ

クルプロセスの考えを基にプロ

セスごとの管理を実施する。 

(1) ライフサイクルプロセス 

デジタル安全保護系に装荷され

るソフトウェアに対しては，各プ

ロジェクトのプロセスを定義し，

文書化する。プロセスには，設計，

製作，試験，装荷，運転，変更及

び廃止がある。 

以下に各プロセスの内容を示す。 

設計プロセス：製品に対するシス

テムの要求事項からソフトウェ

ア設計仕様を作成するプロセス。 

製作プロセス：ソフトウェア設計

仕様よりソフトウェアを製作す

るプロセス。 

試験プロセス：製作されたソフト

ウェアに対して試験を実施する

プロセス。ソフトウェア単体に対

して行う試験とハードウェアと

一体となったシステムとして行

う試験がある。 

装荷プロセス：実機の最終システ

ムへソフトウェアを実装するプ

ロセス。 

運転プロセス：システムを運転し

ているプロセス。 

変更プロセス：仕様変更等により

ソフトウェアを変更するプロセ

ス。 

廃止プロセス：ソフトウェアを使

用不可能とするプロセス。 

ソフトウェアライフサイクルプ

ロセスには，以下の理由により，

開発及び保守プロセスを定義し

ていない。 

(2) 各プロセスで実施すべき品

質管理項目 

各プロセスで実施すべき品質管

理項目に対して計画を作成し，そ

の計画に従って実施した結果を

文書化する。 
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なお，計画はプロジェクトの開始

段階で一括して作成することで

もよい。以下に各プロセスで実施

すべき品質管理項目の例を示す。 

1) 設計プロセス 

ソフトウェアに対する仕様を決

定する。 

また，検証手段を決定する。 

2) 製作プロセス 

仕様のとおりソフトウェアが製

作されていることを確認する。 

3) 試験プロセス 

要求仕様を確認するための試験

方案を作成し，判定基準内にある

ことを確認する。試験にはソフト

ウェア単体で行うものとシステ

ムとして行うものがあり，ソフト

ウェア単体では確認できない内

容はシステムとして確認するこ

とでよい。 

4) 装荷プロセス 

管理されたソフトウェアが正し

く実機に実装されることを確認

する。ソフトウェアのコンペア等

を用いて確認する。 

5) 運転プロセス 

運転中はシステムに異常が無い

ことを確認する。 

6) 変更プロセス 

ソフトウェアの変更要否につい

て調査する。 

ソフトウェアに変更が生じる場

合には，変更仕様を決定し変更を

実施する。実施内容は設計・製作

及び試験におけるそれぞれのプ

ロセスに従う。 

7) 廃止プロセス 

廃止することを宣言する。代替手

段がある場合にはこれを含むも

のとする。 

4.18.2 ソフトウェア

構成管理 

ディジタル安全保護系のソフト

ウェアに対して，構成管理手法を

予め定め，実施するとともに，構

成管理計画として文書化するこ

と。また，ソフトウェアを構成す

る管理対象項目は，ソフトウェア

構成管理計画に基づき，すべてが

文書化されること。 

 

デジタル安全保護系のソフトウ

ェアに対して，構成管理手法を予

め定め，実施するとともに，構成

管理計画として文書化すること。

また，ソフトウェアを構成する管

理対象項目は，ソフトウェア構成

管理計画に基づき，すべてを文書

化すること。 

構成管理とは，管理対象要素の特

定・識別と，要素の管理方法，及

びソフトウェア供給者に対する
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監査あるいは審査方法を予め定

め，計画に基づき，実施すること

である。 

具体的には以下に示す。 

(1) ソフトウェア及び関連文書

を特定し，相互に識別するため

に，予め構成管理計画を策定し，

実行する。 

(2) 構成管理計画で，以下の内容

を定める。 

①ソフトウェア及び関連文書に

ついて，管理対象要素を定める。

管理対象要素の例としては以下

がある。 

・要求仕様 

・設計仕様 

・製作仕様 

・試験仕様／試験結果 

・検証手順／検証結果 

・取扱説明 

・製作したソフトウェア 

②管理対象要素の管理手法を定

める。管理する項目の例としては

以下がある。 

・改訂番号，改訂日付 

・変更要求有無，他の管理対象要

素との整合状況などの状態 

・他の管理対象要素との取り合

い 

③ソフトウェアの変更手法を定

める。 

④ソフトウェア供給者への監査

あるいは審査方法を定める。 

⑤以上の項目を実施するための

体制を定める。 

4.18.3 検証及び妥当

性確認 

ディジタル安全保護系は，設計，

製作，試験，変更のソフトウェア

ライフサイクルのプロセスで検

証及び妥当性確認を実施するこ

と。 

(1) 検証及び妥当性確認は，技術

及び管理において設計，製作及び

試験を行う組織と独立した組織

が実施すること。 

(2) 検証及び妥当性確認を実施

する上で適切な文書化が行われ

ていること。 

(3) ソフトウェアの再利用時に

おいては，既存設計での検証結果

による代替を可能とする前提と

して再利用範囲が明確に識別さ

デジタル安全保護系は，設計，製

作，試験，変更のソフトウェアラ

イフサイクルのプロセスで検証

及び妥当性確認を実施すること。 

(1) 検証及び妥当性確認は，技術

及び管理において設計，製作及び

試験を行う組織と独立した組織

が実施すること。検証及び妥当性

確認の実施体制の独立性とは下

記をいう。 

(a)ソフトウェアの設計，製作及

び試験に対する検証及び妥当性

確認を実施する人間又はグルー

プは，原設計に携わった人間以外

の人間又はグループであること。 

(b)検証及び妥当性確認の実施を
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れ，再利用の妥当性を示す根拠が

文書化されていること。 

管理する組織は，設計，製作，試

験及び工程管理に携わった組織

以外の組織であること。 

(2) 検証及び妥当性確認を実施

する上で適切な文書化が行われ

ていること。検証及び妥当性確認

の実施に際して作成された文書

は，4.18.2 の構成管理計画の中

に文書の保存を定め，適切に管理

すること。検証及び妥当性確認の

合格基準及び不良結果等に対す

る措置を決定し文書化すること。 

(3) ソフトウェアの再利用時に

おいては，既存設計での検証結果

による代替を可能とする前提と

して再利用範囲が明確に識別さ

れ，再利用の妥当性を示す根拠が

文書化されていること。 

 上記表３に掲げていない項目において「ディジタル」は「デジタル」に読み替える。 

 

表４ デジタル安全保護系 V&V 指針 2008 

4．2 検証及び妥当性

確認の実施 

 

ディジタル安全保護系に対して

は，設計・製作・試験の各段階に

おいて，図１に示される検証及び

妥当性確認作業を実施する。 

(図１は略) 

検証及び妥当性確認活動は，以下

の各項目に従って実施する。 

(1) 検証及び妥当性確認の手順

及び内容 

検証作業は，図１に示された，設

計・製作の各プロセスにて実施す

る。妥当性確認は，試験プロセス

において，必要な検証を経て製作

された全体システムに対して行

う。検証及び妥当性確認では，下

記(a)～(g)の各作業を実施する。 

(a) 検証・妥当性確認基本計画

作成 

検証・妥当性確認作業の開始に当

たり，ディジタル安全保護系シス

テム要求事項及びシステム設計

要求仕様に基づき検証・妥当性確

認基本計画を作成する。この基本

計画は，以下に示す検証及び妥当

性確認の各作業，体制及び文書管

理について規定する。 

また，ソフトウェアを再利用する

場合には，その範囲に応じた検証

及び妥当性確認の各作業方法等

デジタル安全保護系に対しては，

設計・製作・試験の各段階におい

て，検証及び妥当性確認作業を実

施する。 

 

検証及び妥当性確認活動は，以下

の各項目に従って実施する。 

(1)検証及び妥当性確認の手順及

び内容 

検証作業は，設計・製作の各プロ

セスにて実施する。妥当性確認

は，試験プロセスにおいて，必要

な検証を経て製作された全体シ

ステムに対して行う。検証及び妥

当性確認では，下記(a)～(g)の各

作業を実施する。 

(a)検証・妥当性確認基本計画作

成 

検証・妥当性確認作業の開始に当

たり，デジタル安全保護系システ

ム要求事項及びシステム設計要

求仕様に基づき検証・妥当性確認

基本計画を作成する。この基本計

画は，以下に示す検証及び妥当性

確認の各作業，体制及び文書管理

について規定する。 

また，ソフトウェアを再利用する

場合には，その範囲に応じた検証

及び妥当性確認の各作業方法等
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について規定する。 

(b)システム設計要求仕様検証

（検証 1） 

本検証では，JEAC 4620 のディジ

タル安全保護系システム要求事

項が正しくシステム設計要求仕

様に反映されていることを検証

する。 

(c)ハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様検証（検証 2） 

本検証では，システム設計要求仕

様が正しくハードウェア・ソフト

ウェア設計要求仕様に反映され

ていることを検証する。 

(d)ソフトウェア設計検証（検証

3） 

本検証では，ソフトウェア設計要

求仕様が正しくソフトウェア設

計に反映されていることを検証

する。 

(e) ソフトウェア製作検証（検

証 4） 

本検証では，ソフトウェア設計通

りに正しくソフトウェアが製作

されていることを検証する。 

(f)ハードウェア・ソフトウェア

統合検証（検証 5） 

本検証では，ハードウェアとソフ

トウェアを統合してハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様通

りのシステムとなっていること

を検証する。 

(g)妥当性確認 

妥当性確認では，ハードウェアと

ソフトウェアを統合して検証さ

れたシステムが，JEAC 4620 のデ

ィジタル安全保護系システム要

求事項を満たしていることを確

認する。 

(2)体制 

検証及び妥当性確認を実施する

体制は，検証・妥当性確認基本計

画作成作業時に決定されるべき

である。 

また，以下に示すとおり，設計・

製作作業とその検証及び妥当性

確認作業は，別の人間が行う。 

(a)ソフトウェアの設計，製作及

び試験に対する検証及び妥当性

確認を実施する人間又はグルー

プは，原設計に携わった人間以外

について規定する。 

(b)システム設計要求仕様検証

（検証 1） 

本検証では，JEAC 4620 のデジタ

ル安全保護系システム要求事項

が正しくシステム設計要求仕様

に反映されていることを検証す

る。 

(c)ハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様検証（検証 2） 

本検証では，システム設計要求仕

様が正しくハードウェア・ソフト

ウェア設計要求仕様に反映され

ていることを検証する。 

(d)ソフトウェア設計検証（検証

3） 

本検証では，ソフトウェア設計要

求仕様が正しくソフトウェア設

計に反映されていることを検証

する。 

(e)ソフトウェア製作検証（検証

4） 

本検証では，ソフトウェア設計通

りに正しくソフトウェアが製作

されていることを検証する。 

(f)ハードウェア・ソフトウェア

統合検証（検証 5） 

本検証では，ハードウェアとソフ

トウェアを統合してハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様通

りのシステムとなっていること

を検証する。 

(g)妥当性確認 

妥当性確認では，ハードウェアと

ソフトウェアを統合して検証さ

れたシステムが，JEAC 4620 のデ

ジタル安全保護系システム要求

事項を満たしていることを確認

する。 

(2)体制 

検証及び妥当性確認を実施する

体制は，検証・妥当性確認基本計

画作成作業時に決定されるべき

である。 

また，以下に示すとおり，設計・

製作作業とその検証及び妥当性

確認作業は，別の人間が行う。 

(a)ソフトウェアの設計，製作及

び試験に対する検証及び妥当性

確認を実施する人間又はグルー

プは，原設計に携わった人間以外
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の人間又はグループであること。 

(b)検証及び妥当性確認の実施を

管理する組織は，設計，製作，試

験及び工程管理に携わった組織

以外の組織であること。この組織

は，管理面で独立していれば同一

部署内でも構わない。（解説-8） 

なお，設計・製作者はシステム設

計要求仕様の作成，ハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様の

作成，ソフトウェア設計，ソフト

ウェア製作，ハードウェア・ソフ

トウェア統合の各作業を行い，検

証者は検証・妥当性確認基本計画

立案，システム設計要求仕様検

証，ハードウェア・ソフトウェア

設計要求検証，ソフトウェア設計

検証，ソフトウェア製作検証，ハ

ードウェア・ソフトウェア統合検

証及び妥当性確認の各作業を行

う。 

(3)文書管理 

検証及び妥当性確認を実施する

上で以下の文書化を行う。 

(a)設計の文書化 

図１に示される各ステップごと

に必要な設計・製作に係わる内容

を明確にし文書化する。 

(b) 検証及び妥当性確認作業の

文書化 

検証及び妥当性確認作業の開始

に当たり，検証・妥当性確認基本

計画を文書として作成する。 

また，検証及び妥当性確認の各作

業実施に当たっては 4.2(1)の内

容を明確にし，作業内容，合格基

準及び不良結果等に対する措置

の文書化を行い，各作業ごとに結

果を文書化する。 

(4) ソフトウェアツールの管理 

ソフトウェアツールを使用する

際には，目的に応じて適切に品質

管理されたツールを使用する。 

なお，ソフトウェアツールとは，

以下をいう。 

・ソフトウェアを設計・製作・試

験する上で使用するツール（コ

ンパイラ等） 

・検証及び妥当性確認を実施す

る上で使用するツール 

の人間又はグループであること。 

(b)検証及び妥当性確認の実施を

管理する組織は，設計，製作，試

験及び工程管理に携わった組織

以外の組織であること。この組織

は，管理面で独立していれば同一

部署内でも構わない。 

なお，設計・製作者はシステム設

計要求仕様の作成，ハードウェ

ア・ソフトウェア設計要求仕様の

作成，ソフトウェア設計，ソフト

ウェア製作，ハードウェア・ソフ

トウェア統合の各作業を行い，検

証者は検証・妥当性確認基本計画

立案，システム設計要求仕様検

証，ハードウェア・ソフトウェア

設計要求検証，ソフトウェア設計

検証，ソフトウェア製作検証，ハ

ードウェア・ソフトウェア統合検

証及び妥当性確認の各作業を行

う。 

(3)文書管理 

検証及び妥当性確認を実施する

上で以下の文書化を行う。 

(a)設計の文書化 

ステップごとに必要な設計・製作

に係わる内容を明確にし文書化

する。 

(b)検証及び妥当性確認作業の文

書化 

検証及び妥当性確認作業の開始

に当たり，検証・妥当性確認基本

計画を文書として作成する。 

また，検証及び妥当性確認の各作

業実施に当たっては 4.2(1)の内

容を明確にし，作業内容，合格基

準及び不良結果等に対する措置

の文書化を行い，各作業ごとに結

果を文書化する。 

(4)ソフトウェアツールの管理 

ソフトウェアツールを使用する

際には，目的に応じて適切に品質

管理されたツールを使用する。 

なお，ソフトウェアツールとは，

以下をいう。 

・ソフトウェアを設計・製作・試

験する上で使用するツール（コ

ンパイラ等） 

・検証及び妥当性確認を実施す

る上で使用するツール 

 上記表４に掲げていない項目において「ディジタル」は「デジタル」に読み替える。 
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別表１－１ 技術基準規則の規定とデジタル安全保護系規程2020及びデジタル安全保護系V&V

指針2020の規定との対応関係 

 

 

 

技術基準規則 規格 

（安全保護装置） 

第三十五条 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところ

により施設しなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発電

用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統その他

系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えな

いようにできるものであること。  

二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起

きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、

安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。 

三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれの

チャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保す

ること。 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合におい

ても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状

態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態

を維持できること。 

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作を

させず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止す

るために必要な措置が講じられているものであること。 

六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安全保

護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離されたものであ

ること。  

七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験が

できるものであること。 

八 運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。 

デジタル安全保

護系規程2020 

4. 

 

デジタル安全保

護系V&V指針2020 

4. 

5. 

 

 

別表１－２ 技術基準規則の規定とデジタル安全保護系規程 2008 及びデジタル安全保護系

V&V 指針 2008 の規定との対応関係 

 

 

 

 

技術基準規則 規格 

（安全保護装置） 

第三十五条 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところ

により施設しなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発

電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統そ

の他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を

デジタル安全保

護系規程 2008 

4. 

 

デジタル安全保

護系 V&V 指針

注記 
対応規格箇条は、原則として第１階層の箇条で分類。最下位の箇条まで適用される。 

注記 
対応規格箇条は、原則として第１階層の箇条で分類。最下位の箇条まで適用される。 
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超えないようにできるものであること。  

二 系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起

きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合におい

て、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。 

三 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれの

チャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保

すること。 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合におい

ても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該

状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない

状態を維持できること。 

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作

をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防

止するために必要な措置が講じられているものであること。 

六 計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安全保

護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離されたもので

あること。 

七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験が

できるものであること。 

八 運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。 

2008 

4. 

5. 

 


